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平
成
24
年
に
新
規
就
農
し
た
細ほ
そ

川か
わ

義よ
し

経の
り

さ
ん
（
東
町
・
44
才
）
は
現
在
、
水
田

11
・
５
㏊
の
ほ
か
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
18
棟

で
、
水
稲
と
花
き
の
栽
培
に
取
り
組
ん
で

い
る
。

　

義
経
さ
ん
は
滝
沢
市
出
身
で
、
会
社
員

と
し
て
働
い
て
き
た
が
、
結
婚
を
契
機
に

妻
の
実
家
で
就
農
し
た
。

　

就
農
当
時
、
初
め
て
の
農
作
業
に
試
行

錯
誤
の
連
続
で
あ
っ
た
が
、
父
か
ら
指
導

助
言
を
得
な
が
ら
作
業
を
行
っ
て
き
た
。

特
に
も
稲
作
の
種
ま
き
に
お
い
て
、
種
子

の
発
芽
の
温
度
管
理
が
難
し
く
、
今
で
も

な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
と　

義
経
さ

ん
は
話
す
。

　

ま
た
、
花
き
の
栽
培
で
は
、
い
い
も
の

が
出
来
て
そ
れ
を
評
価
し
て
も
ら
え
る
こ

と
が
農
業
の
魅
力
だ
と
も
話
す
。

　

今
後
は
、「
ア
キ
タ
コ
マ
チ
」
か
ら
、

新
品
種
の
「
銀
河
の
し
ず
く
」
へ
の
転
換

を
図
り
、
さ
ら
に
水
稲
の
面
積
を
拡
大
し

稲
作
の
プ
ロ
を
目
指
し
た
い
と
希
望
に
燃

え
て
い
る
。

がんばる新規
就農者

米
づ
く
り
の
プ
ロ
を
目
指
す
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昨
年
11
月
18
日
、
新
い
わ
て
農
協
南

部
営
農
経
済
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
雫

石
町
農
業
経
営
者
協
議
会（
櫻
糀
哲
也

会
長
）
が
主
催
し
、
雫
石
町
の
農
業
振

興
を
語
る
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
農
業
振
興
を
語
る
会
は
農
業
関

係
者
が
集
ま
り
、
広
く
意
見
の
交
換
を

行
お
う
と
企
画
さ
れ
、
深
谷
雫
石
町
長

を
は
じ
め
、
農
林
課
、
新
い
わ
て
農
業

協
同
組
合
南
部
営
農
経
済
セ
ン
タ
ー
の

ほ
か
、
農
業
委
員
会
か
ら
は
菅
原
会
長

を
は
じ
め
総
務
委
員
が
出
席
し
て
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
語
る
会
で
は
、「
畜
産
の
振
興
に
つ
い

て
」、「
水
稲
の
生
産
振
興
に
つ
い
て
」、

「
園
芸
の
生
産
振
興
に
つ
い
て
」の
三
項

目
を
テ
ー
マ
と
し
て
意
見
の
交
換
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
畜
産
の
振
興
で
は
、『
子
牛
価
格
が
高

騰
し
て
お
り
肥
育
農
家
に
対
し
支
援
が

欲
し
い
』、『
飼
育
農
家
の
高
齢
化
が
進

ん
で
い
る
か
ら
、
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
人
的

支
援
が
あ
れ
ば
い
い
』。

　
水
稲
の
生
産
振
興
で
は
、『
稲
作
農
家

の
後
継
者
不
足
。
農
地
の
引
き
受
け
手

が
い
な
く
な
っ
て
い
る
』、『「
銀
河
の
し

ず
く
」
を
、
作
付
し
た
い
が
栽
培
条
件

が
厳
し
そ
う
』。

　
園
芸
の
生
産
振
興
で
は
、『
農
作
物
の

認
証
制
度
に
、
メ
リ
ッ
ト
が
感
じ
ら
れ

な
い
』、『
農
作
物
の
栽
培
法
に
よ
っ
て

は
、
ア
グ
リ
堆
肥
の
使
用
が
で
き
な
い

の
で
、
認
証
制
度
に
よ
る
認
定
が
受
け

ら
れ
な
い
』。
と
い
っ
た
意
見
が
述
べ

ら
れ
ま
し
た
。

　

最
後
に
雫
石
町
長
か
ら「
農
業
は
雫

石
町
の
基
幹
産
業
で
あ
り
、
担
い
手
へ

の
集
積
、
若
手
農
業
者
の
支
援
等
を
継

雫
石
町
の
農
業
振
興
を
語
る
会

続
し
て
い
く
事
が
大
事
」
と
の
言
葉
が

あ
り
会
議
を
終
了
し
ま
し
た
。

　

農
業
委
員
会
と
し
て
は
、
語
る
会
で

述
べ
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
意
見
を
、
雫
石

町
農
業
委
員
会
の
活
動
計
画
に
農
家
の

声
と
し
て
反
映
さ
せ
、
雫
石
町
農
業
の

振
興
に
役
立
て
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
・
津
波
か
ら
早
い
も

の
で
６
年
が
経
過
し
、
地
域
住
民
を
は

じ
め
関
係
者
の
努
力
に
よ
り
、
生
活
の

再
建
が
徐
々
に
進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
昨
年
８
月
に
本
県
を
襲
っ
た

台
風
10
号
に
よ
る
大
雨
災
害
か
ら
の
１

日
も
早
い
復
旧
・
復
興
に
向
け
た
支
援

の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
農
業
委
員
会
制
度
は
、
改
正

農
業
委
員
会
法
が
昨
年
４
月
に
施
行
さ

れ
、
農
地
等
の
利
用
最
適
化
が
農
業
委

員
会
の
必
須
業
務
と
さ
れ
る
と
と
も

に
、
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
の
設

置
な
ど
、
農
業
委
員
会
は
新
た
な
体
制

に
移
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

雫
石
町
農
業
委
員
会
は
、
平
成
30
年

５
月
の
新
体
制
へ
の
円
滑
な
移
行
に
向

け
、
関
係
各
部
局
と
農
業
委
員
会
と
の

情
報
交
換
な
ど
、
十
分
な
事
前
の
調
整

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
米
政
策
で
は
平
成
30
年
産
以

降
、
行
政
に
よ
る
米
の
生
産
目
標
の
配

分
が
廃
止
さ
れ
る
な
ど
、
米
政
策
の
見

直
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お

り
、
農
業
者
は
水
田
農
業
の
将
来
に
不

安
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。「
い
わ
て
の

美
味
し
い
お
米
生
産
・
販
売
戦
略
」
に

基
づ
き
、
農
業
者
と
関
係
機
関
、
団
体

が
一
丸
と
な
っ
て
生
産
販
売
に
取
り
組

み
、
米
産
地
と
し
て
の
地
位
の
向
上
に

努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

農
業
者
が
将
来
に
夢
と
希
望
を
持
っ

て
農
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
私
た
ち
農
業
委
員
会
は
、
地
域
農

業
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
取
り
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
町
及
び
関
係
機
関
、
団
体
の
皆

様
の
一
層
の
ご
指
導
を
お
願
い
を
申
し

上
げ
ま
す
。

平
成
29
年
度
　
農
業
委
員
会
活
動
方
針

　
　
　
　
雫
石
農
業
委
員
会
会
長　

菅
　
原
　
久
　
耕
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１
月
18
日
、
下
黒
沢
今
朝
雄
さ
ん
、

雅
代
さ
ん
ご
夫
妻
と
、
長
男
の
朝
光
さ

ん
の
ご
家
族
が
、
深
谷
町
長
、
菅
原
農

業
委
員
会
会
長
の
立
会
の
も
と
に
家
族

経
営
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　

家
族
経
営
協
定
は
農
業
経
営
の
目
標

や
営
農
計
画
を
明
確
に
す
る
と
と
も

に
、
家
族
の
間
で
役
割
分
担
や
休
日
、

給
与
、
労
働
時
間
な
ど
の
就
業
条
件
を

取
り
決
め
る
も
の
で
す
。

　

調
印
式
に
出
席
し
た
経
営
主
の
今
朝

雄
さ
ん
と
ご
家
族
は「
こ
の
協
定
締
結

を
契
機
に
、
家
族
間
で
の
役
割
を
確
認

し
、
お
い
し
い
米
づ
く
り
を
頑
張
り
た

い
」と
決
意
を
新
た
に
し
て
い
ま
し
た
。

家
族
経
営
協
定
を

締
結
し
ま
し
た

全
国
農
業
新
聞
　
１
月
新
春
号
よ
り

①国民年金の第１号被保険者で
②年間60日以上農業に従事する
③60歳未満の方なら

どなたでも
加入できます

☆保険料は全額社会保険料控除
☆保険料はいつでも変更できる
☆終身年金で80歳までの保証付き
☆積立方式で安心
☆加入・脱退は自由
☆農業の担い手には保険料補助

農業者年金の特徴農業者年金の特徴

しっかり積み立て、
がっちりサポート
安心で豊かな老後を！！農業

者

年金
で

社会保険料控除による　節税効果は？
　課税所得が150万円（税率15.1%）の場合の税額
　　①農業者年金に未加入
　　　150万円×15.1%＝226,500円

　　②農業者年金に加入（保険料月額2万円、年額24万円）
　　　（150万円－24万円＝126万円）
　　　126万円×15.1%＝190,260円

　　　　①－②＝36,240円の　節税！！
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１．田の部
地 域 名 平 均 額 最 高 額 最 低 額 デ ー タ 数 備　　考

雫 　 石 9,600 16,500 1,000 108
御 　 所 5,800 16,500 2,000 188
西 　 山 9,900 16,500 2,900 332
御 明 神 8,500 16,500 2,000 137

（参考）雫石町平均 8,600 765

２．畑の部
地 域 名 平 均 額 最 高 額 最 低 額 デ ー タ 数 備　　考

雫 　 石 8,200 8,200 8,200 6
御 　 所 2,000 2,000 2,000 7
西 　 山 6,700 15,000 1,000 25
御 明 神 3,800 10,000 3,000 8 ※ 5　Ｈ 26

（参考）雫石町平均 6,100 46
 

雫石町農地賃借料情報

　平成28年1月から同年12月までに締結（公告）された賃貸借における賃借料水準（10ａ当り ) は以下のとおり
です。
　　　　平成 29年 1月 23 日 雫石町農業委員会

※ 1　データ数は、集計に用いた筆数です。     
※ 2　賃借料を物納支給（水稲）としている場合は、60㎏当たり 11,000 円に換算しています。
※ 3　金額は、算出結果を四捨五入し 100 円単位としています。     
※ 4　「（参考）雫石町平均」の平均額は、各区分の平均値（四捨五入前）をデータ数により加重平均した値です。
※5　平成28年中に御明神地区において畑の賃貸借契約がないため、直近の情報を載せています。（雫石町平均には含んでおりません）

9 月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月

農地法第３条（農地の貸借・売買） 1 １ ２ ４ ８ ６

農地法第４条（農地の自己転用） 2 １

農地法第５条（売買・貸借による転用） 2 ５ ４ 2 2 １

農地利用集積計画（農地の貸借・売買） 2 １ ２５ ５９ ８ １０

農地法適用外証明（農地ではないことの証明） １ １ １ ３

月 葬祭費 会費、お祝い

１ 月 １件 5,000 円

２ 月 １件 5,000 円

【会長交際費とは】
会長が農業委員会を代表し外部との交渉、情報収集、町政協力
者への謝意を表すために支出する経費で、会費や香典などです。

農業委員会総会審議状況
（件）

情報公開
　　　　　●会長交際費執行状況
会長交際費内訳（９月～２月）

（単位：円、筆）

（単位：円、筆）

編

集

後

記

　
春
の
足
音
が
も
う
そ
こ
ま
で
来
て

い
ま
す
。

　
今
年
も
、
本
格
的
に
農
作
業
が
始

ま
り
ま
す
。

　
作
業
計
画
を
立
て
、
天
候
に
恵
ま

れ
豊
作
の
秋
を
期
待
し
て
、
安
全
第

一
で
作
業
し
ま
し
ょ
う
。

(

編
集
委
員
　
米
　
澤
　
和
　
秋)

　
女
性
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
る

昨
今
、
女
性
の
能
力
が
最
大
限
発
揮

で
き
る
環
境
で
し
ょ
う
か
？

　
女
子
っ
て
超
忙
し
い
ん
で
す
。
い

ろ
ん
な
事
し
な
き
ゃ
な
く
っ
て
…

　
家
族
や
地
域
の
皆
様
の
協
力
な
く

し
て
女
子
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
な
ん

て
無
理
で
す
。

　
ど
う
か
男
性
の
方
々
、
女
子
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
今
ま
で
そ
う
し
て
き
た
皆
様
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
女
性
を
労
り
ま
し
ょ

う
。

　
さ
て
今
年
は
酉
年
、
嫌
な
事
は
三

歩
歩
い
て
全
て
忘
れ
て
素
晴
ら
し
い

事
を
探
し
に
大
き
く
羽
ば
た
き
ま

し
ょ
う
。
穏
や
か
な
年
で
あ
れ
！

(

編
集
委
員
　
八
丁
野
　
よ
し
子)

　

農
地
を
相
続
し
た
と
き
は

　

農
業
委
員
会
に
届
け
出
を 

●
農
地
を
相
続
し
た
と
き
は
農
業
委
員
会
に
届
け

出
が
必
要
で
す
。

●
届
け
出
先
は
、
農
地
の
所
在
す
る
市
町
村
の
農

業
委
員
会
で
す
。

　
　
▼
問
合
せ
先
：
雫
石
町
農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
▼
電
　
　
話
：
６
９
２
ー
６
５
９
４


